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風
し
ん
患
者
の
増
加
に
伴
い
、

昭
和　

年
４
月
１
日
～
昭
和　

年

３７

５４

４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
を
対
象

に
、
風
し
ん
の
抗
体
検
査
・
予
防

接
種
を
原
則
、
無
料
化
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
対
象
の
方
へ
の
定
期
接

種
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、
６
月

中
旬
ご
ろ
か
ら
、
順
次
ク
ー
ポ
ン

券
を
発
送
し
ま
す
。
ま
た
、
特
定

健
診
や
職
場
で
の
定
期
健
診
を
受

け
る
と
き
に
、
風
し
ん
の
抗
体
検

査
も
併
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
風
し
ん
の

抗
体
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

 

健
康
課

 　

胃
が
ん
と
大
腸
が
ん
の
原
因
や

予
防
、
治
療
な
ど
に
つ
い
て
学
び

問健
康
講
演
会

胃
が
ん・
大
腸
が
ん
に
つ
い
て

ま
す
。

 

６
月　

日
（
木
）
午
後
１
時　

２７

３０

分
～
３
時 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

川
邊
隆
夫
さ
ん
（
市
医
師
会
会

員
） 
　

人
（
申
込
順
） 

５
月

５０

　

日
か
ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

１５
 　

「
楽
し
く 
美  
味 
し
く
食
べ
る
」を

お 

い

テ
ー
マ
に
、
歯
と
栄
養
の
話
を
し

ま
す
。

 

７
月
１
日
（
月
）
午
前　

時
～

１０

正
午 

上
之
原
会
館 

市
内
在
住

の　

歳
以
上
の
方 
　

人
（
申
込

６５

３０

順
） 

５
月　

日
か
ら
、
電
話
で

１５

健
康
課
へ

時

所

講

定

申

い
き
い
き
健
康
教
室

時

所

対
定

申

  

６
月　

日
（
月
）
午
後
１
時
か

１７

ら
、
１
時　

分
か
ら
、
１
時　

分

１５

３０

か
ら
（
終
了
は
３
時
ご
ろ
） 

保

健
セ
ン
タ
ー 

お
お
む
ね　

～　
１６

２７

週
の
妊
婦
の
方 
　

人 

電
話
で

２０

健
康
課
へ

 　

対
象
の
方
に
は
、
案
内
状
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
届
か
な
い
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

健
康
課

   

６
月　

日
（
月
）、　

日
（
月
）

１０

２４

午
前
９
時　

分
～　

時　

分 

保

３０

１０

４５

健
セ
ン
タ
ー 

１
歳
未
満
の
乳
児

（
標
準
的
な
接
種
年
齢
は
、
生
後

５
か
月
～
８
か
月
未
満
） 

前
日

の
夜
か
ら
接
種
す
る
腕（
左
腕
）へ

の
塗
り
薬
は
控
え
て
く
だ
さ
い 

健
康
課

  

６
月　

日
（
土
）、
７
月
６
日

２９

（
土
）
午
前　

時
～
午
後
１
時 

１０

保
健
セ
ン
タ
ー 

妊
娠
、
出
産
、

育
児
の
話
、
妊
婦
体
操
、 
沐 
浴
実

も
く

妊
婦
歯
科
健
診

時

所

対
定

申

６
月
の
乳
幼
児
・
産
婦
健
康
診
査

問対　象と　き健康診査名

平成３１年２月生ま
れの乳児と母親

６／６（木）３～４か月児・
産婦健康診査 　／２０（木）

平成２９年１１月生ま
れの幼児

６／４（火）１歳６か月児
健康診査 　／１８（火）

平成２８年５月生ま
れの幼児

６／１２（水）３歳児
健康診査 　／２６（水）

Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種

時

所

対

他

問

両
親
学
級
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ラ
ス

（
土
曜
２
日
間
コ
ー
ス
）

時

所

内

ひ
ろ
ひ
ろ
ばば

福
祉
福
祉
のの

健康課（保健センター）
〒184−0015　　　
貫井北町５−18−18

健
康
ガ
イ

健
康
ガ
イ
ドド

◆
健
康
課
健
康
係

（
☎　

儿　

儿
1
2
4
0
）

042

321

習
等 

お
お
む
ね　

～　

週
の
就

１６

２７

労
妊
婦
と
パ
ー
ト
ナ
ー
の
方
（
妊

娠
週
数
は
目
安
で
す
） 
　

組
３６

（
申
込
順
・
初
産
婦
の
方
優
先
）

 

５
月　

日
か
ら
、
電
話
で
健
康

１５

課
へ

 　
「
小
金
井
ら
し
い
食
生
活
」を
実

対

定

申食
育
行
事
実
行
委
員
を
募
集

現
で
き
る
よ
う
な
ひ
と
づ
く
り
・

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
６

月
２
日
（
日
）
に
開
催
す
る
食
育

に
か
か
わ
る
行
事
を
一
緒
に
準
備

し
て
い
た
だ
け
る
実
行
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の　
１８

歳
以
上
の
方 

若
干
名 

電
話
で

健
康
課
へ

対

定

申

　

妊
娠
期
か
ら
乳
幼
児
期
に
必
要

な
母
子
保
健
情
報
や
、
予
防
接
種

な
ど
の
情
報
提
供
を
行
う
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
こ
が
ね
い
っ
こ
健
康
ナ

ビ
）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

マ
イ
ペ
ー
ジ
登
録
を
す
る
と
、

妊
娠
週
数
や
お
子
さ
ん
の
年
齢
に

合
わ
せ
た
情
報
の
受
信
や
、
予
防

接
種
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
む
こ

と
が
で
き
る
機
能
の
利
用
が
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
登
録
し
て

く
だ
さ
い
。

【
悪
質
な
メ
ー
ル
に
ご
注
意
】

　

最
近
自
治
体
名
を
語
っ
て
、
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
さ
せ
る
悪

質
な
電
子
メ
ー
ル
等
が
増
え
て
い

ま
す
。
市
で
は
、
個
別
に
電
子
メ

ー
ル
で
登
録
案
内
を
行
う
こ
と

は
、
一
切
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
十

分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌh

ttp
:/

/ko
ga
n
ei.city-h

c.jp
/

（
左
記

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

 

妊
婦
お
よ
び
０
～
５
歳
児
の
保

護
者

 

無
料
※
通
信
料

は
利
用
者
負
担

 

健
康
課

対￥問

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

児童育成手当 新規申請は５月中に

表２　支給対象等
申請に必要なもの手当の額（月額）対　象区分

保護者と児童の
戸籍謄本　ほか

▷印鑑▷申請者名義
の金融機関の口座番
号

児童１人につき
１３,５００円

平成１３年４月２日以降に生まれた児童を養
育しているひとり親家庭などの方（父また
は母が重度の障がいを有する家庭を含む）

育
成
手
当

児
童
育
成
手
当
（
※
）

愛の手帳、身体
障害者手帳また
は指定の医師の
診断書　ほか

児童１人につき
２５,０００円

２０歳未満の心身に障がい（愛の手帳１～３
度程度、身体障害者手帳１・２級程度、脳
性まひまたは進行性筋萎（い）縮症など）
がある児童を養育している方

障
害
手
当

※児童福祉施設などに入所している児童を除きます

表１　所得制限限度額
児童育成手当

（育成手当・障害手当）
平成３０年中の

税法上の扶養人数
３６８万４千円０人
４０６万４千円１人
４４４万４千円２人

以降１人増すごとに３８万円を加算
※社会保険料控除分（一律８万円）を含
む金額です
※所得額＝収入から必要経費などを差
し引いた額（給与所得者の場合は給与
所得控除後の金額）です
※このほか各種控除（医療費控除、寡婦
控除、障害者控除等）を所得額から差し
引くことができる場合があります

　児童育成手当は、６月支給分から審査対象所得の年
度が変わり、平成３０年中の所得で審査します。
　平成２９年中の所得が所得制限限度額を超えていた方
も、６月分以降は受給できる場合があります。市内在
住で、平成３０年中の所得が表１の所得制限限度額未満
の保護者の方は、申請してください。
　支給対象等は表２のとおりです。
　手当は、原則、申請受付日の翌月分から支給します。
６月分から受給するためには、５月３１日までに申請手
続が必要です。申請方法等、詳しくはお問い合わせく
ださい。
　なお、現在支給されている方は、申請する必要はあ
りません。
 子育て支援課手当助成係（☎０４２−３８７−９８３９）問

　

在
日
外
国
人
等
の
高
齢
者
お
よ

び
障
が
い
の
あ
る
方
で
、
現
在
、

年
金
制
度
上
い
ず
れ
の
公
的
年
金

も
受
給
で
き
な
い
方
を
対
象
に
、

在
日
外
国
人
・
障
害
者
福
祉
給
付

金
を
申
請
月
か
ら
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
に
当
た
っ
て
は
、
満
た
す

べ
き
要
件
が
複
数
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
給
付
額
１
万
円
（
月
額
）
※
ほ

か
の
手
当
等
を
受
け
て
い
る
方

は
、
そ
の
差
額
を
支
給
し
ま
す 

申
請
書
（
地
域
福
祉
課
で
配
布
）

に
必
要
書
類
を
添
付
し
、
直
接
、

地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係
（
市
役

所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

９
１
５
）
へ

  

６
月
３
日
（
月
）
午
後
２
時
～

３
時　

分
、　

日
（
水
）
午
前　

１５

１２

１０

時
～　

時　

分 

小
金
井
宮
地
楽

１１

１５

器
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル 
　

歳
以
上

７０

の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
※
同
一
ま

た
は
隣
接
し
た
敷
地
・
建
物
内
に

配
偶
者
ま
た
は
２
親
等
以
内
の
血

族
が
居
住
し
て
い
る
方
を
除
く 

各
日　

人
（
申
込
順
） 
　

円 

４０

５００

以
前
参
加
し
た
方
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
し
た 

５
月　

日
ま
で

２４

に
、
電
話
で
社
会
福
祉
協
議
会

（
☎　

儿　

儿
０
０
１
１
）
へ

０４２

３８７

申

第　

回
ひ
と
り
ぐ
ら
し
高
齢
者

９４
交
流
会

儿
演
芸
鑑
賞
と
茶
話
会

時

所

対

定

￥

他

申

母
子
保
健
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
利
用

母
子
保
健
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
利
用
をを

風
し
ん
抗
体
検
査

風
し
ん
抗
体
検
査
・・

予
防
接
種

予
防
接
種
のの

追
加
対
策
に
つ
い

追
加
対
策
に
つ
い
てて

 健康課問害害 ６６月の各種事業案内月の各種事業案内 害害
内　容ところと　き

渇身体測定、育児および保
健・栄養相談・母乳相談
 乳幼児、妊産婦
 身体測定のみも可。お気
軽に直接会場へお越しくだ
さい
渇歯科相談（奇数月の公民
館東分館のみ実施）

対
他

公民館
貫井南
分館

６月５日（水）
１３：３０～１５：３０

乳幼児健康相
談（のびのび
広場相談）

保健セ
ンター

６月１３日（木）、
２７日（木）
いずれも９：３０
～１１：００

公民館
東分館

６月１９日（水）
１３：３０～１５：３０

前原暫
定集会
施設

６月２１日（金）
１３：３０～１５：３０

桜町上
水会館

６月２４日（月）
１３：３０～１５：３０

渇要予約（当
日も可）

〔担当医〕
川合

保健セ
ンター

６月１９日（水）
１５：００～１５：４５

歯科健康相談
（歯科医師）

渇食生活で気になることや
食事療法、離乳食など渇要
予約渇別の日程をご希望の
方は、ご相談ください

保健セ
ンター

６月２１日（金）
１３：３０～１５：３０

栄養相談
（管理栄養士）

※保健師・管理栄養士・歯科衛生士による電話相談は随時受け付けます

在
日
外
国
人

在
日
外
国
人
等

高
齢
者
・
障
害

高
齢
者
・
障
害
者

福
祉
給
付

福
祉
給
付
金

在
日
外
国
人
等

高
齢
者
・
障
害
者

福
祉
給
付
金


